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2026年４月15日 

各 位  

会 社 名 株式会社エルアイイーエイチ 

（コード番号 5856 東証スタンダード市場） 

代表者名 代表取締役社長  山口 和也 

問合せ先 取締役      三浦 功 

（TEL．03－6458-6913） 

 

 

臨時株主総会付議議案の決定および定款一部変更に関するお知らせ 

 
当社は、2026年３月17日付「株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ」および

2026年４月13日付「（修正）株主による臨時株主総会招集請求の修正に関するお知らせ」にて公

表しましたとおり、当社株主の山口豊彦氏より、臨時株主総会招集請求（以下「本請求」といい

ます。）に関する書面（以下「本書面」といいます。）を受領いたしました。 

また、2026年３月27日付「臨時株主総会の開催日時および開催場所に関するお知らせ」にて公

表しましたとおり、本請求を受け2026年５月29日に臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」とい

います。）を開催いたしますが、本日開催の取締役会において、本臨時株主総会の付議議案につ

いて下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。  

記 

 

１． 本臨時株主総会の付議議案 

【株主提案】第１号議案 定款一部変更の件（事業目的の変更について） 

             定款変更の効力発生日：2026年５月 29日（予定） 

【株主提案】第２号議案 定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について） 

             定款変更の効力発生日：2026年５月 29日（予定） 

【株主提案】第３号議案 定款一部変更の件（本店の移転について） 

             定款変更の効力発生日：2026年６月１日（予定） 

【株主提案】第４号議案 取締役３名選任の件 

【株主提案】第５号議案 監査役３名選任の件 

【株主提案】第６号議案 取締役の報酬額設定の件 

【株主提案】第７号議案 監査役の報酬額設定の件 

  ※各議案の提案の理由および議案の要領は、別紙に記載のとおりであります。なお、当

該別紙は、本書面に記載されている内容を原文のまま掲載したものであります。 

 

２． 本請求への当社の対応方針 

本請求を受け、当社といたしましては、株主提案のとおり本臨時株主総会へ上記議案を付議す

ることといたしました。 

以 上 
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「別紙」 

 

第１ 株主総会の目的である事項 

議題１ 定款一部変更の件（事業目的の変更について） 

議題２ 定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について） 

議題３ 定款一部変更の件（本店の移転について） 

議題４ 取締役 3名選任の件 

議題５ 監査役 3名選任の件 

議題６ 取締役の報酬額設定の件 

議題７ 監査役の報酬額設定の件 

 

第２ 招集の理由 

 当社が市場の信頼を回復し、企業価値を再建するための抜本的なガバナンスの再構築等をすべ

く、請求人が、株主総会において、上記株主総会の目的である事項につき以下の議案を提出する

ため。 

 

１ 議題１ 定款一部変更の件（事業目的の変更について） 

 

(1) 提案の理由 

当社は 2026年 3月期第 2四半期において営業損失 510百万円、経常損失 476百万円を計上して

おり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しています。 

このような財務状況の下、従来型の固定費負担型事業の延長線上で収益改善を図ることには限

界があります。 

そこで株主として、資本を活用した新たな収益源の確立を目的として、暗号資産の投資および

運用事業を事業目的に追加することを提案します。 

暗号資産市場は世界的に拡大を続けており、企業による資産運用・財務戦略への活用事例も増

加しています。 

本提案は、当社の資本を積極的に活用し、収益機会を拡大するための事業ポートフォリオ転換

を求めるものです。 

 

(2) 議案の要領 

 現行の定款第 2 条を、以下（変更案）に記載のとおり変更するものです。なお、下線を付した

部分は変更箇所を示します。 

（変更案） 

第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 

(1)次の事業を営む会社の株式又は持分を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理

すること 

1．各種ダイカスト製品の製造並びに販売 

2．環境整備関係（水質・大気・土壌汚染・騒音等）の調査分析業務並びに環境衛生保全設備機器

の開発・販売 

3．投資事業に関する契約の締結の媒介、取次ぎ、代理及び管理に係る業務 

4．金銭債権及び割賦債権の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理に係る業務 

5．金銭貸付業務及びそれらの媒介 

6．融資、債務の保証等の信用供与及びその仲介 

7．融資の斡旋及び保証業務 

8．国内外の企業合併、提携、営業権の譲渡に関する業務 

9．資産の取得・流動化に関するコンサルタント業務 

10．不動産に関するコンサルタント業務 

11．不動産の売買・仲介・斡旋・賃貸及び管理業務 

12．宅地建物取引業務 
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13. 企業等の技術、販売、製造、企画等の業務提携の仲介及び営業譲渡、資産売買、資本参加、

合併に関する仲介業務 

14. 投資顧問業 

15．酒類、食品、飼料、衣類及び雑貨の輸出入貿易並びに貿易代理業 

16．国内外の特許の取得・保有・運用 

17．手形・小切手等の割引業務 

18．労働者派遣に係る業務 

19．酒類、食品、飼料、衣類及び雑貨の物品販売業務 

20．損害保険の代理業 

21．生命保険の募集業 

22．不動産及び動産のリース業及びレンタル業 

23．土木建築用資機材、建設機械、車両、事務用機器、医療用具その他機器類のリース業、レンタ

ル業及び修理業 

24．幼児・小・中・高校生向けの教育指導に携わる業務 

25．インターネットによる幼児・小・中・高校生向けの教育コンテンツの配信に関わ 

る一切の業務 

26．医療・介護サービス従事者の養成・育成に関する教育・研修事業 

27．介護に関する資格取得のための講習会の開催及び介護に関する実務の教育・研修事業 

28．介護に関する教育・ソフトの製作・販売 

29．電気機器及び器具の売買 

30．再生可能エネルギーによる発電システム及びその設備の企画、製造、販売 

31．電力の購入及び販売業務 

32. 有価証券の保有、投資、運用、売買及び仲介業 

33．他の事業者の経営に関するコンサルタント業務 

34．酒類、清涼飲料水、食料品、食肉、水産物、生鮮食品、冷凍食品、加工食品、日用 

品雑貨等の卸売 

35. 暗号資産の保有、投資、運用、売買及び仲介業 

36．前記各事項に附帯する投資 

37．前記各事項に附帯する一切の業務 

(2)前号に附帯する一切の事業 

以上 

 

 

２ 議題２ 定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について） 

 

(1) 提案の理由 

コーポレート・ガバナンス体制を効率化するため、現行の監査等委員会設置会社から監査役会

設置会社へ移行することを提案いたします。 

上記提案に伴い、監査役会設置会社への移行に必要な監査役及び監査役会に関する規定の新設

並びに監査等委員及び監査等委員会に関する規定の削除を行います。 

上記監査役会設置会社への移行に伴う定款変更については、本総会終結の時をもって効力が発

生するものとします。 

なお、これまで監査等委員各位には、独立した立場から当社のコーポレート・ガバナンスの強

化に重要な役割を果たしていただいたと考えており、今回の移行はその取組みを踏まえ、当社に

とってより適切な体制を検討した結果であります。 

 

(2) 議案の要領 

変更の内容は以下のとおりです。なお、この定款変更については、本総会終結の時をもって効

力が発生するものとします。 
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（下線は変更部分を示します。） 

現行定款 変更案 

第１章 総 則 

第 1条～第 3条（条文省略） 

第 4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。 

（1）取締役会 

（2）監査等委員会 

（新設） 

（3）会計監査人 

第 5条（条文省略） 

第２章 株 式 

第 6条～第 11条（条文省略） 

第３章 株 主 総 会 

第 12条～第 18条（条文省略） 

第４章 取締役及び取締役会 

第 19条 当会社の取締役は、12名以下とする。 

２ 前項の取締役のうち、監査等委員である取

締役は、5名以下とする。 

第 20条 取締役は、監査等委員である取締役と

それ以外の取締役とを区別して、株主総会にお

いて選任する。 

2 （条文省略） 

3 （条文省略） 

第 21条 取締役（監査等委員である取締役を除

く。）の任期は、選任後１年以内に終了する事

業年度のうち最終のものに関する定時株主総

会の終結の時までとする。 

2 監査等委員である取締役の任期は、選任後 2

年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会終結の時までとする。 

3 任期満了前に退任した監査等委員である取

締役の補欠として選任された監査等委員であ

る取締役の任期は、退任した監査等委員である

取締役の任期の満了する時までとする。 

第 22条 取締役会は、その決議によって取締役

（監査等委員である取締役を除く。）の中から

代表取締役を選定する。 

2 （条文省略） 

3 取締役会の決議により、取締役（監査等委員

である取締役を除く。）の中から、代表取締役

のほか、当会社の業務を執行する取締役若干名

を選定することができる。 

第 23条（条文省略） 

第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日

前までに各取締役に対して発する。ただし、緊

急の必要があるときは、この期間を短縮するこ

とができる。 

2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手

続きを経ないで取締役会を開催することがで

第１章 総 則 

第 1条～第 3条（現行どおり） 

第 4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、

次の機関を置く。 

（1）取締役会 

（2）監査役 

（3）監査役会 

（4）会計監査人 

第 5条（現行どおり） 

第２章 株 式 

第 6条～第 11条（現行どおり） 

第３章 株 主 総 会 

第 12条～第 18条（現行どおり） 

第４章 取締役及び取締役会 

第 19条 当会社の取締役は、12名以下とする。 

（削除） 

 

第 20 条 取締役は、株主総会において選任す

る。 

2 （現行どおり） 

3 （現行どおり） 

 

第 21条 取締役の任期は、選任後１年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする。 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

第 22条 取締役会は、その決議によって取締役

の中から代表取締役を選定する。 

 

2 （現行どおり） 

3 取締役会の決議により、取締役の中から、代

表取締役のほか、当会社の業務を執行する取締

役若干名を選定することができる。 

 

第 23条（現行どおり） 

第 24 条 取締役会の招集通知は、会日の 3 日

前までに各取締役及び各監査役に対して発す

る。ただし、緊急の必要があるときは、この期

間を短縮することができる。 

2 取締役及び監査役の全員の同意があるとき

は、招集の手続きを経ないで取締役会を開催す
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現行定款 変更案 

きる。 

第 25 条 取締役会は、会社法第 399条の 13 第

６項の規定により、その決議によって重要な業

務執行（同条第５項各号に掲げる事項を除く。）

の決定の全部又は一部を取締役に委任するこ

とができる。 

第 26条 （条文省略） 

第 27条 （条文省略） 

第 28条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上の利益

は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締

役とを区別して、株主総会の決議によって定め

る。 

第 29条 （条文省略） 

2 （条文省略） 

第 30条 取締役会の議事については、開催日及

び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議

を要する事項について特別の利害関係を有す

る取締役の氏名等その他会社法施行規則第101

条第 3 項に定める事項を議事録に記載又は記

録し、出席した取締役がこれに署名若しくは記

名押印又は電子署名をし、取締役会の日から10

年間本店に備え置く。 

2 （条文省略） 

第５章 監査等委員会 

第 31条 監査等委員会は、その決議によって常

勤の監査等委員を選定することができる。 

第 32条 監査等委員会は、各監査等委員が招集

し、あらかじめ監査等委員会で定めた取締役が

議長となる。 

第 33条 監査等委員会の招集通知は、会日の 3

日前までに各監査等委員に対して発する。ただ

し、緊急の必要があるときは、この期間を短縮

することができる。 

第 34条 監査等委員会に関する事項は、法令又

は本定款のほか、監査等委員会において定める

監査等委員会規程による。 

第 35条 監査等委員会の議事については、開催

日及び場所、議事の経過の要領及びその他の結

果、決議を要する事項について特別の利害関係

を有する監査等委員の氏名等その他会社法施

行規則第 110 条の 3 第 3 項に定める事項を議

事録に記載又は記録し、出席した監査等委員が

これに記名押印又は電子署名をし、監査等委員

会の日から 10年間本店に備え置く。 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

ることができる。 

第 25条（削除） 

 

 

 

 

第 25条 （現行どおり） 

第 26条 （現行どおり） 

第 27条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行

の対価として当会社から受ける財産上の利益

（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決

議によって定める。 

 

第 28条 （現行どおり） 

2 （現行どおり） 

第 29条 取締役会の議事については、開催日及

び場所、議事の経過の要領及びその結果、決議

を要する事項について特別の利害関係を有す

る取締役の氏名等その他会社法施行規則第101

条第 3 項に定める事項を議事録に記載又は記

録し、出席した取締役及び監査役がこれに署名

若しくは記名押印又は電子署名をし、取締役会

の日から 10年間本店に備え置く。 

2 （現行どおり） 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 監査役及び監査役会 

第 30条 当会社の監査役は４名以内とする｡ 

第 31 条 監査役は､株主総会において選任す

る｡ 
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現行定款 変更案 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章 会計監査人 

第 36条 （条文省略） 

 

第７章 計 算 

第 37条 （条文省略） 

2 監査役の選任決議は､議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し､その議決権の過半数をもって

行う｡ 

第 32 条 監査役の任期は､選任後４年以内に終

了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までとする｡ 

2 任期の満了前に退任した監査役の補欠とし

て選任された監査役の任期は､退任した監査役

の任期の満了する時までとする｡ 

第 33条 監査役会は、その決議によって常勤の

監査役を選定する。 

第 34 条 監査役会の招集通知は､会日の３日前

までに各監査役に対して発する｡ただし､緊急

の必要があるときは､この期間を短縮すること

ができる｡ 

 

2 監査役全員の同意があるときは､招集の手続

きを経ないで監査役会を開催することができ

る｡ 

第 35 条 監査役会の決議は､法令に別段の定め

がある場合を除き､監査役の過半数をもって行

う｡ 

第 36 条 監査役会における議事の経過の要領

及びその結果並びにその他法令に定める事項

については､これを議事録に記載又は記録し､

出席した監査役がこれに記名押印又は電子署

名する｡ 

第 37条 監査役会に関する事項は、法令又は本

定款のほか、監査役会において定める監査役会

規程による。 

第 38 条 監査役の報酬等は､株主総会の決議に

よって定める。 

第 39条 当会社は、会社法第４２６条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる監査役

（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任

を、法令の限度において、取締役会の決議によ

って免除することができる。 

2 当会社は、会社法第４２７条第１項の規定に

より、監査役との間に、任務を怠ったことによ

る損害賠償責任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に基づく責任の

限度額は、法令の規定する額とする。 

 

第６章 会計監査人 

第 40条 （現行どおり） 

 

第７章 計 算 

第 41条 （現行どおり） 
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現行定款 変更案 

第 38条 （条文省略） 

2 （条文省略） 

第 39条 （条文省略） 

第 34条 （条文省略） 

2 （条文省略） 

第 42条 （現行どおり） 

2 （現行どおり） 

第 43条 （現行どおり） 

第 44条（現行どおり） 

2 （現行どおり） 

 

３ 議題３ 定款一部変更の件（本店の移転について） 

 

(1) 提案の理由 

 当社は、2026年 3月期第 2四半期において営業損失 510百万円、経常損失 476百万円を計上し

ており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しています。 

このような財務状況の下、固定費構造の抜本的な見直しは喫緊の課題です。 

現在、当社の本店所在地は中央区銀座 8 丁目の中央通り沿いという日本有数の商業一等地にあ

ります。 

ブランド価値や対外的信用の観点では一定の意義があるとしても、現状の収益水準および財務

状況を踏まえれば、財務体質の改善を優先すべきです。 

よって、当社は本店所在地を東京都港区虎ノ門４丁目３番９号 住友新虎ノ門ビルへ移転し、

賃料水準の適正化を図ることで固定費を削減し、経営資源を事業成長および財務改善に再配分す

ることを提案します。 

なお、本変更につきましては、2026年 6月 1日をもって効力を生じるものとする旨の附則を設

けるとともに、効力発生日経過後に当該附則を削除するものであります。 

 

(2) 議案の要領 

現行の定款第 3条を、以下（変更案）記載のとおり変更し、現行の定款の末尾に以下（変更案）

記載の第 8 章「附則」を追加するものです。なお、下線を付した部分は変更箇所を示します。こ

の定款変更につきましては、2026年 6月 1日をもって効力を生じるものとする旨の附則を設ける

とともに、効力発生日経過後に当該附則を削除するものであります。 

 

（変更案） 

第 3条 当会社は本店を東京都港区虎ノ門４丁目３番９号 住友新虎ノ門ビルに置く。 

第８章 附 則 

第 45 条 第 3 条の変更は、2026 年 6 月 1 日をもってその効力を生じるものとし、本条は、本店

移転の効力発生日経過後、これを削除する。 

以上 

 

４ 議題４ 取締役 3名選任の件 

 

【議案の要領及び提案の理由】 

 

当社は、議題２定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）が原案通り承認可決

されますと、監査役会設置会社に移行し、監査等委員でない取締役全員（4名）は、定款変更の効

力発生の時をもって任期満了となります。 

つきましては、機動的な経営戦略を実現できる体制の構築を図るべく、1 名減員し取締役 3 名

の選任をお願いいたしたく存じます。本議案は、議題２定款一部変更の件（監査役会設置会社へ

の移行について）における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。 

取締役候補者は、次のとおりであります。 

 

(1) 山口 和也（再任） 

（1978年 10月 20日生） 
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【略歴、地位及び重要な兼職の状況】 

2001年 4月 株式会社筑豊製作所入社 

2011年 1月 グルーポン・ジャパン株式会社入社 

2011年 8月 株式会社九州デリカ設立 

2014年 2月 株式会社フォーリーフ設立 

2024年 8月 株式会社エルアイイーエイチ入社 

2024年 9月 株式会社エルアイイーエイチ 執行役員 就任 

        株式会社創育 

        老松酒造株式会社 

        株式会社エフミート 

        代表取締役 就任 

2025年 6月 株式会社エルアイイーエイチ代表取締役（現任） 

（重要な兼職の状況） 

なし 

（保有する当社の株式の数） 

1,000,000株 

【取締役候補者とした理由】 

 食品事業等を含む複数の企業において営業、事業企画、経営管理等多岐にわたる実務に従事し

た経験があり、未経験の事業領域についても主体的に学び、必要に応じて専門家の助言を活用で

きる柔軟性と学習意欲を持っております。 

 2024年８月に当社グループに参画後は、複数の子会社の代表取締役として、現場オペレーショ

ンの改善とグループ全体の経営改革を両立させ、特にガバナンス体制の見直しと経営の透明性向

上において中心的な役割を果たしております。 

 企業統治、リスクマネジメント、業績管理の各分野において、制度設計から実行・定着までを

一貫して担える実行力を有しており、単なる事業執行者にとどまらず、企業価値向上のための統

治機能を体現できる人材であり、また、コンプライアンス意識と高い倫理観を備え、法令・社内

規程を遵守する誠実な姿勢を一貫して保持しており、社内外からの信頼を損なわない言動を実践

しております。 

 当社及び関係会社との間に業務執行や取引等に関する特段の利害関係はなく、取締役としての

独立性を保持したうえで、経営に対する建設的な監督・助言機能を発揮できる立場にあります。 

 このような経歴と資質に加え、制度改革と経営実行の双方を両立させるためには、経営の連続

性が必要であるため、現経営体制の継続性を確保しつつ、制度移行後の経営責任を明確化するた

め、引き続き取締役候補者といたします。 

 

(2) 三浦  功（再任） 

（1971年 8月 22日生） 

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】 

1996年 4月 株式会社料飲企画設計（現株式会社アイ・アイ・シー）入社 

2000年 10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 

2012年 1月 株式会社ヨロズ入社 

2017年 11月 エレマテック株式会社入社 

2025年 6月 エレマテック株式会社退社 

2025年 10月 当社取締役（現任） 

（重要な兼職の状況） 

なし 

（保有する当社の株式の数） 

― 

【取締役候補者とした理由】 

 監査法人において会計監査や内部統制監査に従事した後、上場企業において内部監査部門の責

任者として、業務監査や J-SOX 対応を担い、取締役会や経営会議への報告を通じて内部統制とリ
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スク管理の強化に貢献してきました。国内各部門や子会社に対する監査の実施、改善指導を重ね

る中で、実務に即したガバナンス体制の整備を主導してきた経験を有しております。これらの経

験を踏まえ、財務・管理部門を統括する立場として、内部統制および管理体制再構築の中核を担

う人材であり、監査役会設置会社移行後の内部管理体制の実効性確保のため、継続的な関与が必

要であると判断したため、引き続き取締役候補者といたします。 

 

(3)  加陽 麻里布（新任・社外取締役候補者） 

（1992年 8月 29日生） 

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】 

2018年 1月 ライト・アドバイザーズ司法書士事務所入所 

2018年 9月 永田町司法書士事務所（現：司法書士法人永田町事務所）代表 

2021年 5月 東京司法書士会 理事 

2022年 6月 パス株式会社取締役 取締役監査等委員 

2022年 11月 行政書士永田町事務所 代表行政書士（現任） 

2023年１月   司法書士法人永田町事務所 代表司法書士（現任） 

（重要な兼職の状況） 

行政書士永田町事務所（代表行政書士） 

司法書士法人永田町事務所（代表司法書士） 

（保有する当社の株式の数） 

― 

【監査役候補者とした理由】 

 会社法・登記・ガバナンスに精通した法律専門家として、法令遵守体制の強化に資する人材で

す。 

開示・訴訟対応・株主対応など法的リスクが顕在化している当社において、これまでの経験を

活かしてガバナンスの向上に努め、独立した法務視点から会社経営を監督していただくため、社

外取締役として選任をお願いするものです。 

 

５ 議題５ 監査役 3名選任の件 

 

【議案の要領及び提案の理由】 

 

当社は、議題２定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）が原案通り承認可決

されますと、監査役会設置会社に移行いたします。 

つきましては、監査役 3 名の選任をお願いいたしたく存じます。本議案は、議題２定款一部変

更の件（監査役会設置会社への移行について）における定款変更の効力発生を条件として、効力

を生じるものといたします。 

監査役候補者は、次のとおりであります。 

 

(1) 星野 智之（新任・社外監査役候補者） 

（1977年 1月 3日生） 

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】 

2001年 4月 平山公認会計士事務所 

2003年 6月 オンコセラピー・サイエンス㈱ 

2010年 11月 株式会社会計・開示・キャリア支援センター(現:㈱OFFICE6)設立代表取締役 

2014年 2月 株式会社エル・シー・エーホールディングス監査役 

2016年 9月 株式会社モジュレ監査役 

2019年 10月 株式会社ステムリム取締役経営管理部長 

2025年 4月 マーチャント・バンカーズ株式会社再発防止モニタリング委員（現任） 

2025年 6月 株式会社６アドバイザーズ代表取締役（現任） 

（重要な兼職の状況） 
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株式会社６アドバイザーズ 代表取締役 

 

（保有する当社の株式の数） 

― 

【監査役候補者とした理由】 

 複数の上場企業において、役員、顧問、及びコンプライアンス委員として培った専門家として

高度な知見を有し、企業経営のガバナンス、および内部統制評価に精通しています。 

特別注意銘柄指定を受けている当社においては、財務・会計、コンプライアンス面の監督強化

が最優先課題であり、これまでの知識と経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役

として選任をお願いするものです。 

 

(2) 福和 明子（新任） 

（1988年 12月 28日生） 

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】 

2013年９月 The Peninsula Tokyo入社 

2017年９月 株式会社 RUBY 入社 

2020年２月 有限責任 あずさ監査法人 入所 

2024年 10月 同法人 退所 

2025年 11月 当社 内部監査室長（現任） 

（重要な兼職の状況） 

― 

（保有する当社の株式の数） 

― 

【監査役候補者とした理由】 

 内部監査の実務を担ってきた経験を有しており、現場レベルの統制状況を把握しています。 

ガバナンス再構築局面においては、形式的な監督のみならず、実務を理解した監査役の存在が

不可欠であり、内部統制の実効性向上に資するものと考え、監査役としての選任をお願いするも

のです。 

 

 

(3)  福田  健（新任・社外監査役候補者） 

（1967年 6月 18日生） 

【略歴、地位及び重要な兼職の状況】 

1995年 4月 ㈱ヤオハンジャパン入社 

2010年 5月 ㈱セキド社外取締役 

2011年 6月 ㈱バルクホールディング社外監査役 

2012年 4月 ㈱ストリーム社外取締役 

2012年 12月 衆議院議員政策担当秘書（現任） 

2019年 3月 ㈱環境フレンドリーホールディングス社外取締役（現任） 

2025年 6月 エスクリプトエナジー株式会社社外取締役（現任） 

 

（重要な兼職の状況） 

なし 

（保有する当社の株式の数） 

― 

【監査役候補者とした理由】 

  

複数の企業において社外役員を務めて来たことや衆議院議員秘書で培った経験と専門的知識を

有していることから、これまでの見識や経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役

として選任をお願いするものです。 
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６ 議題６ 取締役の報酬額設定の件 

 

【議案の要領及び提案の理由】 

 

当社は、議題２定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）が原案どおり承認可

決されますと、監査役会設置会社に移行いたします。 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、2023年 6 月 29日開催の定時株

主総会において、年額 3,000 百万円以内（うち社外取締役分年額 30 百万円以内、使用人兼務取

締役の使用人分給与は含まず。）とご承認いただき今日に至っておりますが、監査役会設置会社へ

の移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役の報酬額を定めることとし、その報酬額を、

これまでの取締役の報酬額及び当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員

数及び今後の動向等を総合的に勘案した上で相当と考えられる金額として、年額 150 百万円以内

（うち社外取締役分年額 50百万円以内）とさせていただきたく存じます。 

なお、当該報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたく存じま

す。 

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は 4名（うち社外取締役 0名）であり、本議

案に係る取締役の員数は、議題２及び議題４が原案どおり承認可決されますと、3名（うち社外取

締役 1名）となります。 

また、本議案は、議題２定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）における定

款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。 

 

７ 議題７ 監査役の報酬額設定の件 

 

【議案の要領及び提案の理由】 

 

 当社は、議題２定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行について）が原案どおり承認可

決されますと、監査役会設置会社に移行いたします。 

 つきましては、監査役の報酬額を、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役

員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案した上で相当と考えられる金額として、年額 36百万円

以内とさせていただきたく存じます。 

 本議案に係る監査役の員数は、議題２及び議題５が原案どおり承認可決されますと 3 名となり

ます。 

 なお、本議案は、議題２定款一部変更の件（監査役会設置会社への移行）における定款変更の

効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。 

 

以上 

 

 


